
◆建設工事（業務委託）等で新型コロナウィルス感染者が判明した場合（対応フロー）

報告

報告

要請

報告 報告

状況報告

報告 状況報告

「濃厚接触者」とは、「感染者」と接触した者のうち
・同居あるいは長時間（車内等）の接触
・感染防護無しに患者を診察、看護、介護
・感染者に直接触れた者
・対面で会話できる距離（目安２ｍ）で接触

 必要に応じて工期等・請負代金額の変更

・感染者及び濃厚接触者の人数等の概要及び
　自宅待機などの措置状況

・措置の内容により、受注者と
　工事（業務）の継続可否について協議
・工事（業務）の一時中止を検討

感染に伴う措置の完了に伴う工事（業務）
の再開を検討

工事（業務）再開を通知

工事の再開

工事（業務）の一時中止を指示（必要に応じて）

 感染者及び濃厚接触者の経過観察 状況の把握

受注者 工事（業務）担当課 技術管理課
建設工事等で新型コロナウィルス感染者が判明
・保健所及び医療機関に相談し指導に従う

感染者との濃厚接触者を特定するための追跡調査
及び保健所などの指導に従い該当者の自宅待機を
要請

関東地整技術調査課
千葉国道事務所
千葉県技術管理課

へ情報提供


